
１．自治会体制
１．１．運営体制

会 長（1名） 

副会長（2名） 

（総務・会計担当） 

 ・会計（1名） 

 ・広報（1名） 

 ・総務（１名） 

 ・書記（2名） 

 ・監査（2名）書記が兼務 

副会長（1名） 

（行事担当） 

交通防災委員会 
 

・委員長（1名） 

・書記（1名）書記が兼務 

・委員（4名程度） 

体育環境委員会 
 

・委員長（1名） 

・書記（1名）書記が兼務 

・委員（4名程度） 

委嘱委員 
・民生委員（3名）  ・・・・民生委員児童委員協議会

（R7.12任期） 

・愛育委員（9名）  ・・・・愛育委員協議会 

・栄養委員（1名）  ・・・・栄養改善協議会 

・リサイクル委員（3名）・・環境部環境事業課 

・西紅陽台分館長（1名）（会長推薦）・・・灘崎公民館 

   分館事務局（１名）（理事兼務）（３丁目が望まし

い） 

   分館会計（１名） 

・選挙立会人（4名） ・・・選挙管理委員会 

賛助会 
・婦人会 

・いきいきクラブ 

・西紅陽台育成会 

・愛護委員会 

・お手伝い西紅陽台 

・西紅陽台おそうじ会 

・西紅陽台分館 

その他 役職／加入外郭団体 
・環境衛生委員（１名）       ・・・・・・・環境衛生協会（理事） 

・交通安全対策協議会地区班長（１名）・・交通安全対策協議会（副

会長） 

・七区学区連合町内会委員（１名）  ・・・七区学区連合町内会（理

事） 

・地域づくり部会委員（１名）    ・・・・・・灘崎ふるさと部会 

・集会所管理者（３名） 

・和み会 


